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県営追浜第一団地特定事業に係る客観的な評価の結果について 

 

 

神奈川県（以下「県」という。）は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号、以下「ＰＦＩ法」という。）」第８条第１項

の規定により、県営追浜第一団地特定事業（以下「本事業」という。）を実施する民間事

業者を選定したので、同法第 11 条第１項の規定により、客観的な評価の結果を公表しま

す。 

 

令和４年 10 月 27 日 

神奈川県知事 黒岩 祐治 

 

 

１ 落札者 

代表企業 小雀建設株式会社 

構成企業 株式会社金子設計 

津久見建設株式会社 

 

 

２．契約金額 

３,４５３,８６５,８００円（消費税及び地方消費税込み） 

 

 

３ 落札者決定の経緯 

ＰＦＩ法及び総合評価一般競争入札の手続きに従い、あらかじめ公表した「県営追浜

第一団地特定事業 落札者決定基準」に基づき、県営追浜第一団地建替事業に係るＰＦ

Ｉ事業者選定評価委員会の意見聴取を経て、落札者を決定しました。 

審査の詳細は、「県営追浜第一団地特定事業 審査講評」（令和４年５月 27 日公表）

のとおりです。 
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４ 事業内容 

（１）事業名称 

県営追浜第一団地特定事業 

 

（２）事業に供される公共施設等 

県営住宅等（付帯施設等を含む） 

 

（３）計画地 

神奈川県横須賀市追浜本町1-119 

 

（４）事業の目的 

県では、「神奈川県県営住宅 健康団地推進計画」（平成31 年３月策定）に基づ

き、財政負担や業務負担の軽減、民間のノウハウ活用、建替のスピードアップ等を

図ることを目的として、民間活力の導入を積極的に検討している。 

追浜第一団地について、立地条件や事業規模等を勘案してＰＦＩ方式による建替

が適していると判断し、調査、設計、建設、監理及び入居者の移転支援等の業務を

一体的に民間事業者に委ねることで、民間の創意工夫を活用し、公共サービスの質

の向上や財政負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

（５）事業の概要 

本事業は、追浜第一団地の既存住宅（６棟176戸）並びに住宅に附属する施設及

び屋外工作物等（以下「付帯施設」という。）を解体除却し、新たな県営住宅（以

下「建替住宅」という。）及び付帯施設（建替住宅と併せて、以下「建替住宅等」

という。）並びにコミュニティ機能を有する施設及び広場等を整備する業務並びに

これらを実施する上で必要となる関連業務を一体的に行うものである。 

 

（６）事業内容  

ア 県営住宅等整備業務 

本事業を遂行する者（以下「ＰＦＩ事業者」という。）は、既存住宅及び付帯施

設の解体除却を行い、新たに120 戸以上の建替住宅を整備（調査・設計・建設・監

理）するとともに、付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等の整備工事

を一体的に行い、県に引き渡すものとし、次の業務を行う。 

(ア) 事前調査（地質調査、測量調査、周辺家屋調査、電波障害予測調査） 

(イ) 設計業務（全体整備計画、建替移転計画、基本設計・実施設計） 

(ウ) 許認可申請等業務（必要な許認可、建築確認、その他必要な関係機関等と

の協議及び申請等の手続） 

(エ) 地元説明等団地及び近隣対応（建替計画の説明を含む。） 

(オ) 既存住宅等の解体除却（付帯施設を含む。） 
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(カ) 建替住宅等の建設工事（仮移転先住戸（以下「仮住居」という。）の修繕

を含む。） 

(キ) 電波障害実測調査 

(ク) 工事監理 

(ケ) 設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得 

(コ) 化学物質の室内濃度測定 

(サ) 事後調査（周辺家屋調査等） 

(シ) 事後対策（周辺家屋補償等、電波障害対策工事等） 

(ス) 確定地形測量（公共施設管理者への移管資料作成を含む。） 

(セ) 余剰地(県営住宅等整備業務において生じた余剰地をいう。以下同じ。)の

分筆（余剰地と県有地との分筆等） 

(ソ) 建替住宅、付帯施設、コミュニティ施設、広場等の引渡し及び所有権の移

転 

(タ) 住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託 

(チ) 補助金及び交付金申請等関係書類の作成支援業務 

(ツ) 会計実地検査の支援業務 

(テ) その他上記業務を実施する上で、必要な関連業務 

 

イ 入居者移転支援業務 

ＰＦＩ事業者は、追浜第一団地の現入居者が仮移転先や建替住宅へ本移転するに

あたり、次の業務を行う。 

(ア) 移転計画業務 

(イ) 仮移転支援業務 

(ウ) 本移転支援業務 

(エ) 補助金及び交付金関係書類の作成支援業務 

(オ) 会計実地検査の支援業務 

(カ) その他上記業務を実施する上で必要な関連業務 

 

ウ 用地活用業務（付帯事業） 

ＰＦＩ事業者は、県から余剰地を取得し、自らの事業として提案した住宅や施設

等（以下｢民間施設等｣という。）の整備を行う。 

余剰地の売買については県が実施する不動産鑑定を踏まえ、県と用地活用業務

（付帯事業）を行う企業との間で別途契約を締結することとする。 
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（７）事業実施スケジュール（提案内容） 

本事業において予定されている事業実施スケジュールは以下のとおりである。 

 

事業実施スケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和４年度～ 

令和５年度 
仮移転支援業務 

令和４年度～ 

令和６年度 
設計業務 

令和５年度～ 

令和７年度 
既存住宅等の解体除却及び建替住宅等の整備 

令和７年度 本移転支援業務 

 

（８）事業方式 

本事業は、ＰＦＩ事業者は既存住宅等を解体除却し建替住宅等を整備した後、県

へ所有権を移転する方式に、入居者の移転支援を加えたＢＴa（Build Transfer 

assist）方式とする。 

 

（９）ＰＦＩ事業者の収入及び負担に関する事項 

県は、本事業の実施について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条に規

定する債務負担行為に基づき、ＰＦＩ事業者から提供されたサービスに対し、県と

ＰＦＩ事業者との間で締結する特定事業契約書に定めるところにより、契約期間に

わたって、本事業の実施に必要なサービスの対価をＰＦＩ事業者に対し支払う。 

ア  ＰＦＩ事業者の収入 

県は、本事業に要する費用として、令和４年度以降、毎年度１回、各年度末の出

来高に応じ、特定事業契約書に定める額の範囲内で支払う。 

ＰＦＩ事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27 年法律第184 

号）第２条第４項の保証事業会社から保証を受けた場合には、県営住宅等整備業務

（設計、解体除却、建設工事に限る）に要する費用について、前払金を請求するこ

とができる。ただし、前払金の支払いには限度額を設けるものとし、その額は特定

事業契約書に定める。 

なお、整備に要する費用の残額は、建替住宅等の引渡し及び所有権移転の完了後

にＰＦＩ事業者へ支払う。 

 

イ  ＰＦＩ事業者の負担 

(ア) ＰＦＩ事業者は、本事業に要する費用を、アの県からの支払いがあるまで

の間、負担する。 
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(イ) 用地活用業務企業は、余剰地の売買のために別途締結する県との契約に基

づき、余剰地の取得費用を県に支払う。 

(ウ) 用地活用業務企業は、自らの事業として民間施設等の整備を行う。 

 

５ 客観的評価の結果 

（１）前提条件 

本事業において、将来の費用と見込まれる財政負担額における県が自ら実施する

場合の県の財政負担額とＰＦＩ方式により実施する場合の県の財政負担額との比較

を行うにあたり、その前提条件を次のとおり設定した。 

 

 
県が自ら実施する場合 ＰＦＩ方式により実施する場合 

財政負担額

の主な内訳 

① 建設工事費等 

② 移転補償費等 

③ 起債の支払利息 

① 建設工事費等 

② 移転補償費等 

③ 起債の支払利息 

④ アドバイザリー費等 

設計・建設

に関する費

用 

過去の実績を基に、本事業におい

て整備する県営住宅を想定し算定 

ＰＦＩ事業者の提案をもとに算定 

共通事項 

① 現在価値化率 0.7％ 

② 物価上昇率 0％ 

③ 起債の利率は地方債貸付利率 1.2%、起債償還期間 20 年 

 

（２）算定方法 

上記の前提条件を基に、県が自ら実施する場合の県の財政負担額とＰＦＩ方式に

より実施する場合の県の財政負担額を年度別に算出し、それらを現在価値に換算し

た。 

 

（３）評価結果 

算定結果により県の財政負担額を比較したところ、ＰＦＩ方式によって実施する

ことにより、県が自ら実施する場合と比較して、609百万円（18.0％）の財政負担

額の軽減が見込まれる。 

項   目 値（現在価値） 

① 県が自ら実施する場合の財政負担額 3,370 百万円 

② ＰＦＩ方式により実施する場合の財政負担額 2,761 百万円 

③ ＶＦＭ（財政負担削減額） 609 百万円 

④ ＶＦＭ（財政負担割合） 18.0％ 

 

以 上 


